
アライグマ等措置業務委託仕様書

１．業務の目的
本業務は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第18条の規定に基づく「第４期大阪府アライグマ防除実施計画」により、野生化したアライグマを捕獲、措置することで、生活環境の悪化、人身への危害、農産物等への生活被害を防除することを目的とする。

２．適用範囲
　　この仕様書は、アライグマ等を捕獲した後における捕獲機の回収、措置についての業務方法について定める。

３．業務の期間
　　令和８年５月１日から令和９年３月31日までとする。
　　ただし、年末年始（12月29日から翌年１月３日まで）及び土、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日は除くものとする。

４．契約方法
　　単価契約

５．業務内容
受注者は、発注者からアライグマ等捕獲の連絡を受けた時は、その詳細について把握し、現地にて捕獲器の回収後、アライグマ等の措置を講じてから、発注者に引き渡すものとする。

６．依頼方法
　　発注者は、捕獲されたアライグマ等について、回収場所地図、連絡先等詳細を「アライグマ捕獲器回収、措置依頼書」（別紙１）をもって依頼するものとする。

７.措置の方法
　　受注者はアライグマ等の措置方法として、受注者が管理する施設内において、動物の愛護及び管理に関する法律による基本原則の定めるところにより、炭酸ガスでの安楽死措置処分を講ずるものとする。

８．留意事項
　　作業の実施にあたって受注者は、アライグマ等を処分する作業に当たる際において、事故等の発生のないように安全に十分留意し、危険が伴うと判断した場合は、発注者と協議して適切な措置を講ずること。

９．作業の終了
　　受注者は、作業終了後、措置を行ったアライグマ等が完全に死亡していることを確認し、発注者に引き渡すものとする。

10．実施報告書
　　受注者は、業務が完了した時は、別紙、「アライグマ等措置業務委託実施報告書」（別紙２）を発注者に提出するものとする。

11. 業務委託料の請求
　　委託料の支払いについては、その月の１ヶ月分の業務実績をまとめて翌月末までに支払うものとする。

12.予定回数
　 45回（ただし、１度に複数匹のアライグマの子を措置した時は１回とする）

13.支払方法
　 毎月払

14. その他
　　アライグマ等措置に係る事項について、その安全対策では、作業員等の安全衛生管理等について留意すること。
